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九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所交渉 
(全農林労働組合福岡分会） 

議 事 要 旨  
 
１ 日  時：令和７年１２月１６日（火）17:30～18:00（30 分） 
 
２ 会  場：九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 会議室 
 
３ 出 席 者： 

九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 
              渡邊 雅彦  所  長 
              竹本 征爾  庶務課長 
 
全農林労働組合福岡分会     児玉 圭  副委員長 

 
４ 議  題：労働諸条件の改善について他 

（全農林労働組合福岡分会提出 別添「要求書」） 
 

５ 議事概要： 
（竹本庶務課長） 
    ただいまから、全農林労働組合福岡分会からの要求に基づく交渉を 

始めます。 
   本日の交渉に先立ちまして、国家公務員法第 108 条の５の規定に基 

づく予備交渉の段階で取り決めた事項を報告します。 
   要求事項のうち、交渉の対象となる事項については、 
  「Ⅰ 労働諸条件の改善について」の１の内、事前の超過勤務命令の

徹底、超過勤務を縮減すること。 
  ２の内、より実効性のある超過勤務縮減策を実施すること。 
  ３の事項及び４の事項について。 
  ５の内、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどあらゆ

るハラスメントを職場から根絶すること及び実効ある防止策の徹底。 
  ６及び７の事項について。 
  ８の内、障がい者雇用について、九州農政局北部九州土地改良調査管

理事務所として、雇用される障がい者に寄り添った職場環境の整備を
行うこと、障がい者・健常者が共に働きやすい職場環境を構築すること。 

  ９の事項について。 
  並びに「Ⅱ 福利厚生施策の充実について」及び「Ⅲ 人事評価制度

について」の事項について。 
になります。 

  それ以外の事項については、管理運営事項等に該当することから、 
要望事項として承ると整理しておりますので、これを前提として交渉 
を行います。 
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   それでは、分会の方より要求書の説明をお願いします。 
 

（児玉副委員長） 
お疲れ様です。本日はお忙しい中、勤務時間終了後のお疲れのとこ

ろこういった場を設けていただき感謝申し上げます。私からは要求書
の中身について補足説明などさせていただき、その後に所長の方から
説明をいただきたいと思います。 

それでは、要求書の説明をさせていただきます。 
 
まず、要求事項の１点目、２点目並びに３点目の超過勤務縮減につ
いてであります。 
年間の超過勤務時間を削減し、職員の健康管理に努めるよう対策に

取り組んでいただくようお願い致します。 
北部九州土地改良調査管理事務所では、国営かんがい排水事業の新

規事業地区の着工に必要な調査や計画の策定をはじめ、完了地区のフ
ォローアップ、土地改良財産の保全管理、事業評価、水利権更新のた
めの河川協議等、多岐にわたる業務を抱えており職員の負担が大きく、
また、担当する地区も広範囲に及んでおります。令和８年度に向けた
事務所の業務実施体制が検討されているかと思いますが、特定の職員
に業務が集中することのないよう検討をお願い致します。また、超過
勤務縮減に向けて、管理職のマネジメント強化についても改めて確認
をお願い致します。 

 
要求事項の４点目ですが、Ⅰの４、勤務間インターバルの確保につ

いてです。 
昨年４月から１１時間の勤務間インターバルの確保が努力義務と

して規定されたところです。適切な勤務間インターバルにより睡眠時
間を含む生活時間を十分に確保することは、健康の維持のためにも不
可欠であり、引き続き勤務時間管理者への周知をお願い致します。 

 
要求事項の５点目として、Ⅰの５、ハラスメント防止についてです。 
毎年、組合員に対してアンケート調査を行っていますが、非常に関

心が高い事項であります。今後ともセクシュアルハラスメントやパワ
ーハラスメントに関する発生防止策の徹底をお願い致します。当事務
所に於いては支所等も多くあり対応が難しい面も多いと思いますが、
所長が常日頃から言われている風通しの良い職場、何かあれば直接連
絡頂いて構わないとの話を頂いていることから、職員も安心して仕事
が出来ているとの印象です。引き続き宜しくお願い致します。 

 
要求事項の６点目及び７点目、関連して９点目として、休暇取得の

促進についてです。 
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年次休暇や夏季休暇、育児・介護のための休暇は、職員の健康や生
活の質を維持するために不可欠なものです。引き続き計画的な取得の
推進や、男性の育児休業取得を促進するための職場環境、明るく働き
甲斐のある職場づくりをお願い致します。 

 
８点目として、障がい者雇用の環境整備についてです。 
現在経理に居られる非常勤職員１名について障がい者が雇用され

ているところですが、障がい者と健常者が共に働きやすい職場環境の
整備をお願い致します。 

 
Ⅱとして、メンタルヘルス対策についてです。 
職員のメンタルヘルス対策として、日ごろから職員とのコミュニケ

ーションを密にし、心の病の予防に努めていただくようお願いします。
何でも相談できる職場環境づくりを現場管理者が率先して行って頂
きますようお願い致します。 

 
最後になりますが、Ⅲの人事評価制度についてです。 
常日頃から管理職員が職員とコミュニケーションを図り面談時に

は適切な指導・助言を丁寧に行うことなど、評価者への指導をお願い
致します。 

 
  以上です。 
 
 
（渡邊所長） 
  まず、福岡分会の皆さんには、日頃の業務運営に関しまして適時適 

切にご対応いただき感謝申し上げます。 
  提出されました要求書について、「新たな労使関係の構築に関する 

基本方針」の趣旨を遵守しながら交渉を行いたいと考えております。 
  今回の要求事項のうち、交渉対象事項以外の事項については、ご要望 

として承り、当方の人事管理運営の参考とさせていただきます。それ 
 では、交渉対象事項について回答させて頂きます。 
 
  Ⅰ労働諸条件の改善については、1 と２と３について、まとめて回 

答します。 
  超過勤務の縮減については、従来から重要な課題と認識しており、職

員の健康管理、また、コスト意識を持って効率的な業務運営を進めてい
く上で極めて重要な事項であると考えています。事前の超過勤務命令
については、人材システムにおける「超過勤務申請」メニューを活用し
て事前登録を行うことで命令の徹底を図っているところです。 
一方、超過勤務を縮減するためには、計画的に業務を進め、業務体制

の見直し等を徹底して進めることが重要と認識しており、業務の改善・
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効率化に向けた取組として、業務スケジュールの管理、業務分担の整理
等を行って業務の平準化を図るとともに、管理職会議においても不要不
急の超過勤務は行わない、やむを得ず超過勤務を命令する場合も必要最
小限の人員に止めるよう超過勤務縮減に積極的に取り組むよう指示し
てきたところです。 
また、本年度は、前年度実績時間を超えないことを目標とし、水曜日・

金曜日の定時退庁日には、管理職による定時退庁の呼びかけを行ってお
ります。 
当事務所の現状としては、本年度１０月末までの事務所全体の平均時

間は 18 時間 45 分となっており、昨年度同時期の平均時間 17時間 00 分
と比較して、増加しているところです。 
このことからも、より一層の超勤縮減に向けた取り組みを徹底してま

いりたい。 
なお、超過勤務の上限に関する措置によって、超過勤務の上限まで超

過勤務を命ずることができるとの誤った認識を持つことのないよう、各
管理職に指導を徹底してまいります。 
 
４の１１時間の勤務間インターバルの確保を図ることについては、昨

年４月から各省各庁の長に勤務間インターバル確保に係る努力義務を
課す人事院規則の改正がなされたことにより、令和６年３月２９日付で
庶務課長会議申合せ「新たな超過勤務縮減対策について」を改正し、職
員の１１時間の勤務間インターバルの確保を努力義務として規定した
ところであり、超過勤務の縮減や弾力的な勤務時間の割振り等を通じて
職員の勤務間インターバルを確保できるよう努めてまいります。 

 
  ５のセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどあらゆ

るハラスメントについては、職員の勤労意欲を減退させ、ひいては精神
的な障害を発生させる要因となることから、これらの防止対策の充実・
強化は重要な課題であると考えております。また、国家公務員ハラスメ
ント防止週間の際には、全職員に対しハラスメントチェックシートへ
の回答の実施や所内研修、個別相談員の周知による意識啓発を行い、防
止に向けて積極的に取り組んでいるところです。 

  特にパワーハラスメントについては、職場内秩序を乱し、正常な業 
務運営の障害となり得るとともに、上司から部下への言動によっては 
職員の勤労意欲を減退させ、ひいては、精神的な障害に陥る職員を発 
生させる要因にもなり得るもので、その防止対策の充実・強化に努め 
ているところです。 

  今後とも、引き続きセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラス
メントなどの防止に積極的に取り組んでまいります。 

 
  ６の年次休暇の取得促進は、職員の健康管理、リフレッシュ面など 

に有効なものと考えており、年次休暇が計画的に取得しやすい環境づ 
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くりとしてゴールデンウイーク、夏季休暇及び年末年始については、 
年次休暇を利用して連続休暇となるように休暇予定表を作成して取得 
促進に努めています。 

  併せて、事務所の業務目標として月１年休を掲げるとともに、引き 
続き年次休暇の取得しやすい環境づくりに努めています。 

  また、諸休暇につきましても、取得を希望する職員の担当業務が取 
得期間中に支障なく遂行されるように調整を行うなど、取得しやすい 
職場環境となるように努めてまいります。 

 
  ７のワークライフバランスについては、仕事と家庭の両立を図るこ

とができるよう支援することが重要と認識しています。「子育てとキャ
リアの両立支援プロジェクト」の取り組みとともに、本取り組みにあわ
せて見直された「両立支援シート〈子育て〉〈介護〉〈不妊治療〉」に
ついても、これまでと同様に両立支援制度の利用において、育児、介護
等の状況を伝えておきたいという希望者から提出していただくよう周
知しているところです。 

  そして育児、介護、出生のサポート等の必要がある職員が安心して職
務に取り組め、取得を希望する職員の担当業務が取得期間中に支障な
く遂行されるよう、所内で業務情報を共有するなどの調整を行い、取得
しやすい職場環境となるよう努めてまいります。 

 
  ８の障がい者雇用については、障がい者基本法、障がい者基本計画

(第４次)及び障がい者の雇用の促進等に関する法律において「共生」や
「社会連帯」の理念が掲げられ、これを基盤とし、障がい者雇用の推進
に向けた取組が進められています。 

  当事務所では、令和元年１２月より障がい者１名を雇用しています
が、意欲的に業務に取り組んでいただいており、引き続き障がい者の方
とコミュニケーションを密にし、障がい者・健常者が共に働きやすい職
場環境となるよう努めてまいります。 

 
  ９の管理職と職員とのコミュニケーションについては、何でも相談 

できる職場環境づくりが非常に重要なことと考えており、管理職に対 
して、日頃から職員との話し合いの場を設けるなど、風通しの良い、 
コミュニケーションが十分とれる雰囲気を作るよう指導してきている 
ところであり、今後ともしっかり指導してまいります。 

 
  Ⅱのメンタルヘルス対策については、大変重要な課題と考えており、 

当事務所でも従来から取り組みを行ってきたところです。 
  「農林水産省職員の心の健康づくりのための指針」及び運用方針に基

づき、引き続き心の健康に問題のある職員の早期発見・早期対応のため、
職場内の相談体制や外部の専門機関に相談できる体制を整備し周知し
てきたところであり、仮にメンタル面で休職される方については、円滑
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に職場復帰ができるように「リハビリ出勤」や「試し出勤」等を実施し、
管理監督者、人事担当者及び厚生担当者が連携して対応することとし
ております。 

  また、１０月には「農林水産省ストレスチェック制度実施要領」に基
づき、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、スト
レスチェックが実施されているところです。 

  今後とも、心の健康保持と病気の早期発見・早期治療、円滑な職場 
復帰と再発防止を図るため職場の上司及び関係する部署との連携を図 
りながら、メンタルヘルス対策に努めてまいりたいと考えています。 

  また、何でも相談できる職場環境づくりについては、管理職に対して、 
日頃から職員との話し合いの場を設ける等、風通しの良い、コミュニ 
ケーションが十分とれる雰囲気づくりに努めるよう、今後とも指導し 
てまいります。 

 
  最後に、Ⅲの人事評価制度については、人事評価に伴う期首・期末面

談に当たって可能な限りきめ細かな指導を行うとともに、具体的な改
善点や期待する行動等について助言を行うこととしており、今後とも
話しやすい雰囲気のもとで適切な面談となるように努めてまいります。 

  また、日常的な指導・助言やコミュニケーションは、人事評価制度 
にかかわらず、組織内の意識の共有や業務改善につながるほか、職場 
の実情を把握する上で最も基礎的な手段と認識しております。人事評
価の期首・期末面談においては、被評価者とのコミュニケーションを十 
分に図り、良好な信頼関係のもと、適正な人事評価となるよう引き続き
努めてまいります。 

 
以上が要求に対する回答です。 

 
 
（児玉副委員長） 
  回答有難うございました。今回要求事項として挙げさせていただい
たものは、当事務所の職員（組合員）一人一人が安心して働き、活躍する
ために必要なものであり、毎年度この時期に確認をさせて頂いている項
目になります。引き続きのご尽力をよろしくお願い致します。 
 
（渡邊所長） 
   わかりました。 

 
（竹本庶務課長） 
   それでは、これをもちまして交渉を終了します。 
 
－ 以 上 － 






